
平成 23 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）  

（厚生労働省） 

制 度 名 
生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の留保所得に係る特別控
除制度の適用期限の延長 

税 目 法人税 

要

望

の

内

容 

 

生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の留保所得の特別控除制度（留

保金額の３２％相当額）の適用期限を平成２４年度末までの２年間延長する。 

  
 
（租税特別措置法第６１条） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平年度の減収見込額 
（制度自体の減収額） 

－百万円 
（▲500百万円の

内数） 



新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

生活衛生同業組合等は、国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関

係営業者の衛生施設の改善向上、経営の健全化等のために共同施設事業、共済

事業、福利厚生事業等を行っている。消費生活協同組合等は、組合員の生活に

必要な物資を購入し、組合員に供給する事業等を行う非営利の消費者の相互扶

助組織である。このような組合の事業活動を推進するために、特別措置によっ

てこれらの団体の財政基盤の充実を図る必要がある。 

 

⑵  施策の必要性 

日本経済は下げ止まりを見せているが、生活衛生関係営業の業況判断 DI（▲
34.6＝株式会社日本政策金融公庫「生活衛生関係営業の景気動向等調査」平成
22年 4-6月期）は非常に低調であり、経営環境を取り巻く状況は依然として厳
しい。生活衛生同業組合等が、共同事業、資金の斡旋に係る事業等を行ってお
り、組合事業と組合員の事業は極めて密接に関係している。組合事業の健全性
が確保されない場合、組合員の事業活動にも連鎖し、重大な影響が及ぶことが
懸念される。 

消費生活協同組合等は、「組合員の生活の文化的経済的向上を図ることを目的と
する」相互扶助組織であり、今日では、のべ６，３１８万人の組合員が、生協が行う供
給事業や共済事業、高齢者への福祉に関する事業などを利用しているところである。
消費生活協同組合等は多くの組合員や国民の生活に多大な影響を与えており、この
ため、消費生活協同組合等の財政基盤の悪化は、国民生活への影響につながるも
のである。 

生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の財政基盤は未だ十分な水準に
なく、また営利性のある事業を行っていないため、余剰金が発生しにくいこと
に鑑み、適切な内部留保水準に引き上げるためには、引き続き、租税特別措置
法に基づく本政策措置を適用することにより、財政基盤の充実・強化を図る必
要がある。 

生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の財政基盤の充実・強化を図る

ことは、組合の健全な発展につながるものであることから、種々の施策をパッ

ケージ化して講じる必要があり、引き続き、株式会社日本政策金融公庫の融資

とともに本政策措置を講ずることは不可欠である(消費生活協同組合等は融資制

度対象外)。 

また、本政策目的を達成するためには、一定の基準を満たす主体に対し、公

平・中立かつ広範に内部留保促進等の動機付けを与える必要があることから

も、制度延長が適当である。 
本制度は長期措置となっているが、規制緩和や資材価格高騰、円高による国

内民需の低下、デフレの影響等により中小企業及び各種組合を取り巻く状況は
依然として厳しく、引き続き措置する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
［生活衛生関係営業者等］ 

基本目標Ⅱ   安心・快適な生活環境づくりを衛生的観
点から推進すること 

施策大目標５  生活衛生の向上・推進を図ること 
施策中目標１  生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び

振興等により、生活衛生の向上、推進を
図ること 

 
[消費生活協同組合等] 
 基本目標Ⅶ   利用者の視点に立った質の高い福祉サービ

スの提供等を図ること 
 施策目標２    地域社会のセーフティネット機能を強化

し、地域の要援護者の福祉の向上を図るこ
と 

 施策目標２－１  地域社会のセーフティネット機能を強化
し、地域の要援護者の福祉の向上を図るこ
と 

 

政 策 の 

達成目標 

 
生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の財政基盤の充

実・強化による安定した事業運営の確保及び健全な育成・発

展。 

ただし、今後、生活衛生関係営業の業況 DI がプラスに転じる

こと、設備投資実施企業割合が上昇傾向となることが必要であ

る。 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
（平成２３年度～平成２４年度） 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の財政基盤の充

実・強化による安定した事業運営の確保及び健全な育成・発

展。 

ただし、今後、生活衛生関係営業の業況 DI がプラスに転じる

こと、設備投資実施企業割合が上昇傾向となることが必要であ

る。 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
好調なアジア向け輸出に加え、エコカー減税やエコポイント

等の政策効果による国内民間需要の回復など日本経済は下げ止
まりを見せており、本税制措置により、一部の組合については
着実に経営基盤の安定化が図られているが、資材価格高騰、消
費者の節約志向、円高による成長モメンタムの低下などにより
零細な生活衛生関係営業者(消費生活協同組合等)中小企業者に
とって国内市場は依然として厳しい経営環境下で(生活衛生関係
営業の業況判断DI（▲34.6＝株式会社日本政策金融公庫「生活
衛生関係営業の景気動向等調査」平成22年4-6月期）は非常に低
調)、大部分の零細な事業者は経営基盤が脆弱であり、依然とし
て十分な状況とは言えず、引き続き本政策措置を講ずることは
不可欠である。 

 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

（生活衛生同業組合等） 
           留保所得額 
  平成23年度        436百万円 

  ※(社)全国生活衛生同業組合中央会調べ 
 
 



（消費生活協同組合等） 
           留保所得額 
  平成23年度        312百万円 

※厚生労働省調べ 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

（生活衛生同業組合等） 
生活衛生関係営業の業況判断 DI については、▲42.5%(株式会

社日本政策金融公庫「生活衛生関係営業の景気動向等調査」平
成 21 年 4-6 月期）から▲34.6(平成 22 年 4-6 月期)で 7.9%改善
しており、本税制措置を活用した内部留保水準の引き上げに
より、国民生活の基盤であり、地域経済の柱である生活衛生関
係営業の経営基盤の安定・強化が図られ、企業収益の改善、国
内民間需要の回復、雇用情勢の改善に寄与することが見込まれ
る。 
 

（消費生活協同組合等） 
消費生活協同組合等の内部留保が行われ、財務基盤の強化が図
られている。組合事業は営利性があるものではなく、剰余が発
生しにくいものとなっているため、引き続き本税制措置により
組合の経営の安定化を図る必要がある。 
 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

 
 
― 
 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
株式会社日本政策金融公庫の生活衛生資金貸付における貸付

計画額として 1,400 億円(H22)を確保するとともに、貸付制
度の充実を図る(消費生活協同組合等は融資制度対象外)。 

 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
生活衛生関係営業を営む者に対して株式会社日本政策金融公

庫による低利融資及び本税制措置により財政基盤の充実・強化
を図る(消費生活協同組合等は融資制度対象外)。 

 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

（生活衛生同業組合等） 
国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係営業

は、我が国の経済活動の中で相当規模(サービス産業全体の 18%)
で、雇用面でも大きな役割(全産業の 12%)を担っており、ノウハ
ウを生かし、競争力の向上や新たなニーズに柔軟に対応してい
くこと、或いは関連新規分野に進出していくためには、一定の
要件を満たす主体に対し、公平・中立かつ広範に内部留保水準
の引き上げ等の動機付けを与える必要があり、制度延長が適当
であると考えられ、対象が限定される補助金や財政投融資によ
る措置は必ずしも妥当な措置ではない。 
 
（消費生活協同組合等） 
 消費生活協同組合等の財政的基盤の充実・強化を図ること
は、組合の健全な発展につながるものであることから、種々の
施策を講じる必要があり、引き続き本措置を適用することが不
可欠である。 
 また、本政策目的を達成するためには、一定の基準を満たす
主体に対し、公平・中立かつ広範に内部留保促進等の動機づけ
を与える必要があることからも、制度延長が適当である。 
 
 

 



こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

（生活衛生同業組合等）   

210

連合会 1 559 115

連合会 1 634

平成２０年度
組合 31 5,104 299

平成１９年度

平成２１年度
組合 31 5,626 275

連合会 1 492 63
組合 31 4,631 326
連合会 1 446 62

平成１８年度
組合 31 4,199 321
連合会 1 398 115

平成１７年度
組合 31 3,746 595

利益を積立てている組合等 利益積立金残高(百万円) 当期留保所得金額(百万円)

 
 
(消費生活協同組合等) 

  

利益を積み立

てている組合

等 

利益積立金

残高 

当期の留保所

得金額 

１７年度 128 5,367 770 

１８年度 115 5,524 189 

１９年度 123 7,357 104 

２０年度 107 4,201 53 

２１年度 109 4,007 312 

 
 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

（生活衛生同業組合等） 
生活衛生関係営業の業況判断 DI については、▲42.5%(株式会

社日本政策金融公庫「生活衛生関係営業の景気動向等調査」平
成 21 年 4-6 月期）から▲34.6(平成 22 年 4-6 月期)で 7.9%改善
しており、本税制措置を活用した内部留保水準の引き上げに
より、国民生活の基盤であり、地域経済の柱である生活衛生関
係営業の経営基盤の安定・強化が図られ、企業収益の改善、国
内民間需要の回復、雇用情勢の改善に寄与することが見込まれ
る。 
 

（消費生活協同組合等） 
消費生活協同組合等の内部留保が行われ、財務基盤の強化が図
られている。組合事業は営利性があるものではなく、剰余が発
生しにくいものとなっているため、引き続き本税制措置により
組合の経営の安定化を図る必要がある。 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
利益の内部留保を行う組合数及び積立額の増加。 
ただし、ひとつの指標として、生活衛生関係営業の業況判断
DIがプラスに転じることが必要。 

 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
好調なアジア向け輸出に加え、エコカー減税やエコポイン

ト等の政策効果による国内民間需要の回復など日本経済は下
げ止まりを見せており、中小企業者である一部の生活衛生関
係営業者及び消費生活協同組合等の経営基盤の安定化が図ら
れているが、資材価格高騰、消費者の節約志向、円高による
成長モメンタムの低下などにより中小企業者にとって国内市
場は依然として厳しい経営環境にあり、大部分の零細な事業
者は経営基盤が脆弱であり、依然として十分な状況とは言え
ない。 
 



これまでの 

要 望 経 緯 

 
創設年度 昭和３９年 
期限切れごとに延長要望（直近は、平成２１年度） 

 


